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独立行政法人農林水産消費安全技術センターの 
役職員の報酬・給与等について  



Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

理事長

理事

監事

監事（非常勤）

独立行政法人農林水産消費安全技術センター（法人番号5030005001226）の役職員の報酬・給与等について

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和５年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和５年度における改定内容

業績給については当センター設立時の平成13年当初から導入済みであり、期末特別手当において、

理事長が常勤役員の業績を考慮して必要があると認められるときは、期末特別手当の額を増額し、又

は減額することができることとしている。

なお、令和５年度においては、年度目標に定められた業務について、年度目標に沿った事業計画が

順調に達成され、農林水産大臣による令和４年度の総合評価が「Ｂ」であったこと等を踏まえ、役員

報酬の増減は行わなかった。

理事長、理事及び監事の報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。

月額については、独立行政法人農林水産消費安全技術センター役員給与規程（以下「役員

給与規程」という。）に則り、俸給（理事長：708,000円、理事：556,000円以上674,000円以

下、監事：518,000円以上556,000円以下）に地域手当を加算して算出している。

期末特別手当についても、役員給与規程に則り、基準額（俸給＋地域手当＋俸給×100分

の25＋俸給及び地域手当×100分の20）に６月は100分の165、12月は100分の175を乗じ、さら

に基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とし

ている。

なお、令和５年度では「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（令和５年10月20日

閣議決定）を踏まえ、「役員給与規程」を以下のとおり改正する措置を講じた。

（１）俸給月額の改正

俸給月額を平均0.3％引上げ

（２）期末特別手当の支給割合改正

支給割合を年間10/100引上げ

平成27年度において監事機能強化の観点及び出勤実態を考慮して、非常勤役員手当を「月

額」から「日額」とする改正を行った。

なお、令和５年度では「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（令和５年10月20日

閣議決定）を踏まえ、「役員給与規程」を以下のとおり改正する措置を講じた。

・非常勤役員手当の改正

日額「26,400円」→日額「26,500円」に引上げ

当法人は、日々の国民生活に不可欠な食品の安全と消費者の信頼確保のため、食品の表示の適正化

への取り組みや生産資材の安全対策等の食品安全行政の推進を技術的側面から担う機関として、農業

生産から食品の加工・流通、消費に至るフードチェーン全体を通じて、科学的手法による検査・分析

という共通の技術的基盤の下、

①農薬、肥料、飼料、飼料添加物等の農業生産資材や食品等の検査・分析の的確かつ効率的な実施

②生産資材や食品等の安全性及び品質の確保と不正表示の防止

③生産資材や食品等の安全性・品質等に関する情報の一元的収集と消費者等への提供

等の業務を一元的に実施している。

役員報酬の支給水準の設定については、類似事業を実施する民間法人、独立行政法人等が存在せず、

身分も国家公務員であるため、役員の職務における複雑・困難及び責任の度合いに基づき、国家公務

員の給与を参酌している。

また、国の検査指導機関に相当する職種、級及び号俸等を考慮し、農林水産省の検査指導機関であ

る植物防疫所及び動物検疫所を参考とした。

植物防疫所長は、専門行政職俸給表（以下「専行」）７級で、動物検疫所長は、専行８級である。

令和５年国家公務員給与等実態調査によれば、専行７級の平均俸給額は510,133円、専行８級の平均

俸給額は541,167円であり、これを基に独自の試算を行ったところ、所長の年間給与額は、13,380～

14,166千円程度と推定される。

1



２　役員の報酬等の支給状況
令和５年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

13,879 8,496 3,924
1,274

185
(地域手当)
(通勤手当) ＊

千円 千円 千円 千円

12,896 7,668 3,618
1,305

305
(地域手当)
(通勤手当) 4月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

10,936 6,672 3,081
1,001

182
(地域手当)
(通勤手当) ※

千円 千円 千円 千円

11,060 6,672 3,104
1,068

216
(地域手当)
(通勤手当) ※

千円 千円 千円 千円

3,094 1,390 1,495
209
　0

(地域手当)
(通勤手当) 6月15日

千円 千円 千円 千円

7,384 5,282 1,269
792
 41

(地域手当)
(通勤手当) 6月16日

千円 千円 千円 千円

847 847 0 0

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
理事長

理事

監事

Ｅ監事

注１：「地域手当」とは、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等考慮して支給されているもの
　　　である。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等
　　　の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注３：報酬等の総額は、千円未満の端数処理の関係で内訳の合計と一致しない場合がある。

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

理事長

Ａ理事

Ｂ理事

Ｃ理事

Ｄ監事

Ｆ監事
（非常勤）

監事は、各年度の業務の執行状況及び財務状況の両面にわたる監査を実施し、監事監査の実

効性・効率性・透明性を確保し、監査計画に基づき監査を的確に遂行している。

なお、監事の報酬水準は国家公務員の給与を参酌し、農林水産省の課長級給与を参考として

設定している。

また、当法人は行政執行法人であり、役員の身分は国家公務員であることから、役員給与規

程は、給与法に準拠した報酬体系としており、監事の報酬水準については、その職責に鑑み、

妥当であると考える。

理事は、農林水産物・飲食料品・肥料・農薬・飼料等の検査分析の精度管理、業務評価、人

事管理、法人全体の財務経理、施設・機器等の管理運営等を行うため、理事長を補佐し、法人

の業務を統括掌理している。

なお、理事の報酬水準は国家公務員の給与を参酌し、農林水産省の課長級給与を参考として

設定している。

また、当法人は行政執行法人であり、役員の身分は国家公務員であることから、役員給与規

程は、給与法に準拠した報酬体系としており、理事の報酬水準については、その職責に鑑み、

妥当であると考える。

理事長は、法人の目的とする農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及

び分析等、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等業務を統括し、食品

を巡る様々な課題が発生する中で、食品の安全と消費者の信頼の確保のため、強いリーダー

シップを発揮し、法人の業務を的確に遂行している。

更に、全国に点在する機関の約６４０人の組織運営を管理するなど高いマネジメント能力を

有しており、独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）に基づ

く新たな独立行政法人制度に対応できる経験と能力を十分に有している人材である。

なお、理事長の報酬水準は国家公務員の給与を参酌し、指定職俸給表１号俸を参考として設

定している。

また、当法人は行政執行法人であり、役員の身分は国家公務員であることから、役員給与規

程は、給与法に準拠した報酬体系としており、法人の長である理事長の報酬水準については、

その職責に鑑み、妥当であると考える。

2



　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（令和５年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

2,850 4 令和5年6月15日 1.0（仮）

注１：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

　退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等

 　の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

注２：非常勤役員については、退職手当を支給しないとの規程があるため、表を省略した。

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

注１：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案率及び退職

 　手当支給額の決定に至った理由等を具体的に記入する。

注２：非常勤役員については、退職手当を支給しないとの規程があるため、表記載を省略した。

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

令和５年度の評価結果が確定していないため、業績勘案率を暫定で1.0とした。令和５年度の評価結果確定後に業績
勘案率の決定を行う。

法人での在職期間

理事長

理事

Ｄ監事

判断理由

Ｄ監事

理事長

理事

注３：Ｄ監事の支給額は、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定されていないため、「暫定的な業績勘案率
　（1.0）」により算出している。

該当者なし

該当者なし

当法人は行政執行法人であり、役員の身分は国家公務員であることから、報酬は、給与法に

準拠した報酬体系としている。

また、主務大臣による令和４年度の業務実績等の総合評価が「Ｂ」評価であったこと等から、

食に関する幅広い法人の業務を的確に遂行し、当該法人を総理する長または長を補佐する役員

の報酬として妥当であると考える。

監事（非常勤）は、監査計画に基づき年間を通じて監査を実施するほか、役員会等の重要な

会議にも参画している。

なお、監事（非常勤）の報酬日額は、「一般職の職員の給与に関する法律」の非常勤の委員

等の手当の包括人事院承認額（日額２６，５００円）と同額である。

これらを踏まえると、当法人の監事（非常勤）の報酬水準は妥当であると考える。

役員報酬の期末特別手当において、理事長が常勤役員の業績を考慮して必要があると認めるときは、

期末特別手当の額を増額し、又は減額できるものと定めており、今後も継続する方針である。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

③ 給与制度の内容及び令和５年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

独立行政法人通則法第57条第３項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受

ける国家公務員の給与を参酌し、民間企業の従業員の給与、業務の実績及び事業計画の人件費の見

積りその他の事情を考慮して決定を行っている。

また、当法人の給与水準を検討するにあたって、人事院が実施した「令和５年国家公務員給与等

実態調査」及び「令和５年職種別民間給与実態調査」を参考にした。

（１）令和５年４月において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は404,015

円となっており、全俸給表に関する平均給与月額は412,747円となっている。

（２）職種別民間給与実態調査において、500人以上の企業規模で事務係長の職種における令和

５年４月分平均支給額は、446,650円となっている。

職員給与は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター職員給与規程に則り、俸給及び諸

手当（俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴

任手当、期末手当、勤勉手当、超過勤務手当及び寒冷地手当）としている。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給＋扶養手当＋地域手当＋広域異動手当＋役職段

階別加算額＋管理職加算額）に６月に支給する場合においては100分の120（特定幹部職員は

100分の100）、12月期に支給する場合においては100分の125（特定幹部職員は100分の105）を

乗じ、さらに基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得

た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給＋地域手当＋広域異動手当＋役職段階別加算額

＋管理職加算額）に期間率及び成績率を乗じて得た額としている。

なお、令和５年度では「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（令和５年10月20

日閣議決定）を踏まえ、「職員給与規程」を以下のとおり改正する措置を講じた。

（１）一般職員俸給表の改正

俸給表水準を平均1.1％引上げ

（２）期末手当の支給割合の改正

支給割合を年間5/100引上げ

（３）勤勉手当の支給割合の改正

支給割合を年間5/100引上げ

職員の人事評価等に応じて、昇給や勤勉手当の成績率の決定を行っている。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

給与種目 制度の内容

賞与：勤勉
手当

（査定分）

　職員の人事評価等に応じ、205/100（特定幹部職員にあたっては245/100）を超えない範囲内
において成績率を決定し、俸給等の月額にこれを乗ずること等により勤勉手当を支給する。

俸　 　給
　人事評価等が適切に反映されるよう職員を特定職員の管理職層と特定職員以外の職員の初
任層、中間層に区分し、さらにそれを職員層ごとに、５段階（Ａ～Ｅ）の昇給区分に応じた昇給号
俸数を設定し、毎年１月１日に前年１年間における人事評価等を判定し昇給させる。
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注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

②

注２：年齢２０歳～２３歳の該当者は２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
　　　 人数以外は表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

２　職員給与の支給状況

①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

453 46.8 7,204 5,247 150 1,957
人 歳 千円 千円 千円 千円

453 46.8 7,204 5,247 150 1,957

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 45.8 4,502 3,300 126 1,202
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 45.8 4,502 3,300 126 1,202

人 歳 千円 千円 千円 千円

24 62.8 4,381 3,684 258 697
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 62.8 4,381 3,684 258 697

人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －

区分

事務・技術

常勤職員

うち賞与平均年齢
令和５年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内人員

事務・技術

任期付職員

事務・技術

再任用職員

事務・技術

注：区分中の職種について、研究職種、医療職種（病院医師）・医療職種（病院看護師）・教育職種（高等専門学校
　　教員）は、該当者がないため欄を省略した。また、非常勤職員については、該当者が２人以下であるため、当該
　　個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載しない。

非常勤職員
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人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円
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③

平均
人 歳 千円 千円

　代表的職位

7 56.2 10,326 11,113 ～ 9,394

23 54.7 9,099 9,836 ～ 7,668

6 56.7 8,058 9,413 ～ 7,382

7 52.9 7,687 8,139 ～ 7,173

46 50.6 7,550 10,105 ～ 6,137

10 43.6 6,836 7,930 ～ 6,107

45 41.7 6,215 7,183 ～ 4,862

8 39.3 4,718 5,589 ～ 3,970

30 28.8 4,488 5,832 ～ 3,920

5 58.5 10,907 12,571 ～ 9,784

2 - - －

5 58.9 9,815 10,254 ～ 8,572

39 55.2 8,693 9,809 ～ 7,000

9 54.6 8,278 9,828 ～ 7,371

6 53.2 7,534 8,246 ～ 6,767

106 51.3 7,470 10,542 ～ 6,441

11 49.0 6,480 7,074 ～ 5,129

70 41.8 5,960 7,952 ～ 4,474

2 - - －

19 29.2 4,450 5,186 ～ 3,893

④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

46.6 46.8 46.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 53.4 53.2 53.3

％ ％ ％

 最高～最低 60.4～44.4 56.8～49.2 58.6～47.0

％ ％ ％

53.9 54.1 54.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.1 45.9 46.0

％ ％ ％

 最高～最低 57.6～39.5 53.6～40.0 55.6～39.8

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

注：地方部長及び地方係員については該当者が２人以下のため当該個人に関する情報が特定され
　　るおそれのあることから、人員のみ記載している。

賞与（令和５年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

・地方機関専門調査官

・地方機関調査官

・地方課長補佐

・地方機関主任調査官

・地方係長

・地方係員

・地方機関次長

・地方課長

・地方機関専門官

・本部調査官

・地方機関所長

・地方部長

・本部部長

年間給与額

最高～最低
平均年齢人員分布状況を示すグループ

・本部係長

・本部課長補佐

・本部専門調査官

・本部係員

・本部課長

・本部専門官

・本部主任調査官

１１人１１人
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 96.6

98.9

94.9

98.2・年齢・地域・学歴勘案

（法人の検証結果）

【国からの財政支出について】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　98.1％
（国からの財政支出額　6,711,512千円、支出予算の総額　6,842,552千円：令
和5年度予算）

【累積欠損額について】
累積欠損額 0円（令和４年度決算）

【管理職の割合】
19.4％（常勤職員数453名中88名）
【大卒以上の高学歴者の割合】
77.7％（常勤職員数453名中352名）
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　65.7％】
(支出総額　6,383百万円、給与・報酬等支給総額　4,194百万円：令和４年度決
算)

【検証結果】
　当法人は国からの財政支出である運営費交付金及び施設整備費補助金で
運営されており、支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合が高くなっ
ている。
　当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を定めている「一般職の
職員の給与に関する法律」及び人事院規則等に準拠して規定しており、国の
給与と同水準であることから、給与水準の妥当性を有している。
　（具体的な国家公務員との数値の比較は、上述を参照）。

（主務大臣の検証結果）
　給与法及び人事院規則に準拠した給与規程に基づき支給しており、また、対
国家公務員の指数からも概ね国家公務員と同水準であると考えられることか
ら、法人の給与は妥当な水準であると考える。

　国の水準を下回っている。
　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

　給与水準の妥当性の
　検証

該当無し。引き続き国家公務員の給与水準を参酌し、給与水準の適正性を保
つように努める。

○ 比較対象職員の状況
・事務・技術

①票（職種別支給状況）の常勤職員欄の453人及び任期付職員欄の任期付職員3人　計456人
456人の平均年齢46.8歳、平均年間給与額7,187千円

・年齢・地域勘案

・年齢・学歴勘案

項目

対国家公務員
指数の状況

内容
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４　モデル給与

　　１．２２歳（大卒初任給）

月額：１９６，２００円 年間給与：３，２３７，０００円

　　２．３５歳（係長）

月額：３３４，０７５円 年間給与：５，５８７，０００円

　　３．５０歳（課長）

月額：５１８，０７５円 年間給与：８，４４２，０００円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当(配偶者６,５００円、子１人につき
１０，０００円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

職員の人事評価等に応じて、昇給号俸数や勤勉手当の成績率を決定し給与に反映しているところであ

り、今後も継続する方針である。
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Ⅲ　総人件費について

令和４年度 令和５年度

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

注：表中（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の人件費と財務諸表附属明細書（「役員及び職員の給与明細」）の数値は、端数処理の関係で
　必ずしも一致しない。

 最広義人件費

5,165,588 5,258,287
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

区　　分

 給与、報酬等支給総額

4,194,425 4,321,772
(A)

 非常勤役職員等給与

72,856 72,676
(Ｃ)

 福利厚生費

670,084 683,257
(D)

 退職手当支給額

228,223 180,582
(Ｂ)

（１）「給与、報酬等支給総額」 対前年度比 １２７，３４７千円（３．０％）

前年度と比較し増となった主な要因は、人事異動等に伴う常勤職員数の増加により、給与支給

対象者が増となったことである。

（２）「退職手当支給額」 対前年度比 △４７，６４１千円（△２０．９％）

前年度と比較して減となった主な要因は、定年延長制度の導入に伴い、令和５年度は定年退職

の該当者がいなかったことである

（令和４年度：定年１０人、応募認定：０名 令和５年度：定年０人、定年扱い：５人、応募

認定２人）

（３）「最広義人件費」 対前年度比 ９２，６９９千円（１．８％）

前年度と比較して増となった要因は、上記のほかに、人事異動等に伴う常勤職員数の増による

福利厚生費が増加（１３，１７３千円（２．０％））したことによる。

（４）「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、

平成30年１月１日から役員の退職手当について、在任期間に応じて計算される支給額に乗じる

調整率を「１００分の８７」から「１００分の８３．７」へ引き下げる措置を講じた。

（１）令和５年４月から２年に１歳ずつ定年を引き上げ（令和５年４月の定年年齢は原則

61歳）、令和13年４月に65歳

（２）60歳に達した管理監督職の職員は管理監督職以外の官職に降任等をする管理監督職

勤務上限年齢制（いわゆる役職定年制）を導入

（３）60歳超職員の給与水準が当分の間60歳時点の７割水準
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